
 



目  次 
 

１ 地域支援事業・在宅福祉推進事業等の申請手続きについて ······· 1 

  

２ 長崎市地域支援事業 ························ 12 

（１）短期集中型訪問サービス事業 

ア 栄養改善指導 ················ 13 

イ 口腔改善指導 ················ 14 

ウ リハビリテーション専門職指導 ········ 15 

（２）短期集中型通所サービス事業 ··········· 16 

（３）総合支援配食サービス事業 ············ 17 

（４）要介護者配食サービス事業 ············ 18 

（５）緊急時訪問介護事業 ··············· 23 

（６）徘徊高齢者等家族支援事業 ············ 25 

（７）家族介護支援事業 

ア 介護用品の支給 ··············· 28 

イ 介護者慰労金支給事業 ············ 30 

  （８）徘徊高齢者等 SOSネットワーク事業 ······· 31 

 

３ 長崎市在宅福祉推進事業 ······················ 47 

（１）訪問理美容サービス事業  ············ 48 

（２）ふれあい訪問収集事業 ·············· 49 

（３）日常生活用具給付事業 ·············· 61 

（４）高齢者安心火災警報器給付事業 ·········· 64 

 

４ 長崎市移送支援サービス ······················ 68 

 

５ 障害者・特別障害者控除対象者認定概要 ··············· 72 

 

６ 安否確認機能をもつ地域支援事業・在宅福祉推進事業 ········· 74 

 

別冊 事業所一覧（地域支援事業、在宅福祉推進事業、移送支援サービス） 

 

関連する要綱など 

  （１）長崎市地域支援事業実施規則 
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1



 

 

 

 

 

 

2



3



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4



5



6



7



8



9



10



11



 

 

 

 

12



 

 

 

 

13



 

 

 

 

 

 

14



 

 

 

 

15



 

 

 

 

 

 

 

16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



( )

( )

( )

( )

( )

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) (2)

(1)

(2)

29



30



31



SOS

32



n

n

33



1 5

SOS

 

  

  
  

              

  

  

  

    

    

    

 
 

    

  

  

 

 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

SOS

SOS

 

 

 

 

 

  

34



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

35



 

SOS

 

 

 

 

 

 

 

 

SOS  

 

  

            

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36



 

SOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOS

 

  

  FAX   

 

 

 

SOS

 

 

 

 

 

 

 

37



  

 

 

SOS  

 

 

 

 

SOS

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38



 

 

 

 

 

39



 

40



 

 

 

 

～“みまもりあいアプリ(無料)”と“みあもりあいステッカー(有料)” 

は高齢者を地域で見守るしくみです！～ 

みまもりあいプロジェクトとは… 

 スマートフォンの『みまもりあいアプリ』を利用して、捜索をして欲しいご家族と、捜

索に手を貸したい協力者がつながり、なるべく早く発見・保護につなげるための見守り活

動です。 

 さらに、『みまもりあいステッカー』を登録すると個人情報が守られた状態で、協力者

(発見者)から“直接”電話連絡をもらうことができます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

まずは、アプリ登録！ 

長崎市では、“みまもりあいプロジェクト”を推進しています 

  このプロジェクトは社団法人セーフティネットリンケージが開発・提供しているものです 

 

みまもりあいアプリ（無料）をダウンロード 

AppStore や Google play などで「みまもりあ

い」と検索または、右の二次元コードからダウン

ロードをおこないます。 

インストールまたは入手をチェック 
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認知症による行方不明対策はもちろん、外出時に体調急変や万が一の事故が心配な方への緊急連

絡対策としてご活用いただけます。  

（申込み方法） 

①電話にて…0120-99-7940（自動音声受付 365 日 24 時間対応） 

②ウェブにて…「みまもりあい」で検索（http://mimamoriai.net/）サイト内から 

③ＦＡＸにて…別紙チラシ「みまもりあいステッカー」（裏面）に記入し送信 

  

 

 

 

※持ち物に貼ったり、服に縫い付けることができます 

（利用料金） 初期費用 2000 円、年会費 3,600 円、ステッカー48 枚セット 

 

 

① アプリを開き、捜索依頼をクリック 

② 「名前」「連絡先」「性別」「年齢」「顔写真」「特徴」を入力。 

「連絡先」は、緊急時連絡先 ID（みまもりあいステッカーに表示）又は、電話番号を入力 

③ 保存確認をクリック 

 

 

 

 

アプリを開き、捜索依頼をクリック。不明時の状況を入力し、 

捜索依頼をしたい範囲を指定して、捜索依頼ボタンを押す 

 

協力者へ捜索情報が配信されます                                        

 

 

発見した協力者が、アプリに表示された電話番号へ連絡すると、“直接”会話ができます。 

「みまもりあいステッカー」登録者は 2 か所まで登録可能。 

 

 

無事保護を確認したら、捜索依頼者が見つかりましたボタンを押します。 

 

「捜索配信情報」は自動消去されます。 

 

お問合せ先  長崎市高齢者すこやか支援課 電話 095-829-1146 

捜索を依頼したい時は… 

捜索依頼 

捜索・発見 

確  認 

捜索して欲しい方の情報を登録！ 

「みまもりあいステッカー(有料)」を登録！(希望者)  
※ステッカーがなくても捜索の依頼は可能です。 

 

みまもりあいステッカー 

2.3×4.3㎝のオレンジ色のステッカー 
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（裏面） 

 
  
見取り図（ごみ収集箱の位置を書いて下さい。） 

ゼンリン等地図に利用者宅がわかるように書き込み、貼り付けてください。 

（ゴミステーションの場所、ゴミステーションまでの距離や階段数等を記載する） 

個別収集を行う際の、ゴミ箱の配

置図をご記入下さい。 

お住まいの自宅から、ゴミステーション

までの位置がわかる地図で、ステーショ

ンまでの通行ルートと環境（距離・階段

数や坂道など環境等）を記してください。 

（できる限り、ゼンリン地図を貼付して

ください。） 
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障害者・特別障害者控除対象者認定概要 

  

要介護認定で要介護の認定を受けた満６５歳以上で身体や精神に障害があり、障害者

に準ずるとみなされたかたは、身体障害者手帳等をお持ちでない場合であっても、所得

税や市・県民税の控除を受けられる場合があります。審査の結果、障害者・特別障害者

に準ずる方には「障害者・特別障害者控除対象者認定書（以下認定書）」を発行いたし

ております。 

 

① 高齢者等からの相談  

② 「申請書」を記入し申請 

（提出先：各地域センター）※郵送受付け可 

③ 障害者・特別障害者の認定 

④ 認定者へ認定書の発行 

 

※ 認定書について・・・ 

認定書をもって税控除の申告をすることにより所得税及び市・県民税が減額

又は非課税となる場合があります。 

 

※ 税控除の申告先及び申告時期・・・ 

  所得税については長崎税務署へ、市・県民税については長崎市役所市民税課

へ申告します。障害認定は認定を受けられた年からの適用となります。税控

除の申告時期は認定を受けられた年の年末調整時かその年度の確定申告時

となります。 

 

※ 認定書は障害事由の変更等が生じるまで利用できますので大切に保管していた

だくようお願いしています。（紛失、汚損した場合は再発行できます。） 

なお、障害事由の変更（障害者に準ずる状態から特別障害者に準ずる状態への変

更など）が生じた場合は再度申請する必要があります。 

   ※対象者死亡後は申請できませんのでご注意ください。 

 

 詳細につきましては、高齢者すこやか支援課（TEL：829-1146）までおたずねく

ださい。 
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自ら避難することが難しい方 

避難行動要支援者 ※１ 

災害から身を守るために 
～ 避難行動要支援者名簿について ～ 

 
 

長崎市では、災害時のいざという時の避難支援体制をつくるため、 

「避難行動要支援者 ※1」の名簿を作り、「避難支援等関係者 ※2」（消防・警察・民

生委員児童委員など）へ、同意をいただいた方のお名前や住所などの情報を提供して

います。（これは、災害対策基本法により市町村に義務付けられているものです。） 

 

（※１）避難行動要支援者＝自ら避難することが難しい方 

（※２）避難支援等関係者＝消防機関、警察機関、自治会、民生委員・児童委員、地域コミュニ

ティ連絡協議会、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所 等 

自ら避難することが困難な方への支援イメージ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

★避難支援等関係者 ※２へ情報を提供するには皆様の 同意 が必要です！ 

 

裏面もご覧ください。 

同意 
「情報教えてよかよ」 

 

市役所 

避難行動要支援者名簿作成 

※在宅で要介護１以上の方は

名簿に登録します。 

 

避難支援等関係者 ※２ 

消防局、警察、自治会、 

民生委員･児童委員、 

地域コミュニティ連絡協議会、 

地域包括支援センター等 

 

同意の確認 

「災害時に支援してもらう

ために、お名前や住所など

を消防や民生委員などに教

えていいですか？」 

同意した方の名簿情報の提供 

平常時 

・日常の声かけ

等の見守り 

・避難訓練 

など 災害時 

・避難情報の提供 

・声かけ・支援 

など 

日頃から地域の方との顔の見え

る関係づくりも大切です。 ２ 

３ 

４ １ 

名簿の記載内容は裏面参照 

 

名簿 

 

５ 
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１ 名簿の対象となる方は？ 

災害時に避難所まで自力で避難することが難しい方。 

具体的には、長崎市では、次のいずれかに該当する方。 

① 要介護１以上の方        ［①所管課：高齢者すこやか支援課］ 

② 身体障害者手帳 1 級または 2級、療育手帳Ａ１またはＡ２ 

精神障害者保健福祉手帳 1級      ［②所管課：障害福祉課］ 

③ 特定医療費（指定難病）受給者      ［③所管課：健康づくり課］ 

④ 乳幼児・妊産婦             ［④所管課：子育てサポート課］ 

など 

 

２ 名簿の内容は？ 

 市が管理する住民基本台帳や同意された情報をもとに作成します。 

［名簿に記載する項目］ 

① 氏名  ②生年月日  ③年齢  ④性別  ⑤住所  ⑥電話番号   

⑦ 緊急連絡先 ⑧避難支援等を必要とする事由（要介護度、障害者、難病など） 

⑨介護度等 ⑩世帯状況（同居、独居、高齢者世帯など）  

⑪避難行動要支援者名簿の情報提供同意の有無 

⑫個別避難計画作成者名簿の情報提供同意の有無 

⑬避難支援者の有無 

 
※平常時に避難支援等関係者に提供する名簿は、同意された方のみとなります。 

ただし、災害発生時または発生のおそれがある場合は、命を守ることを最優先とし、 

不同意の方の名簿も関係機関へ緊急に情報提供することがあります。 

※必ずしも災害時の支援が約束されるものではありません。 

 ※同意の意思について、変更の申し出がない限り自動継続されます。 

※ 個別避難計画作成者名簿にある方は、同様の内容を「安心カード（急変時・災害時 

対応版）」として、ご自宅の冷蔵庫に保管しています。 

裏面 

 

名簿イメージ 
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